
都市計画区域

用  途  地  域

15m高度地区

建築基準法第22条指定区域

市街地景観区域

屋外広告物規制区域

埋蔵文化財包蔵地「古市遺跡」

電 　気

上水道

下水道

ガ　 ス

昭和５３年７月　奈良市、古市町1503番1の土地取得

昭和５７年８月　奈良市、古市町1509番1の土地取得

昭和５４年３月　古市町共同浴場竣工

平成３０年３月　古市町共同浴場閉鎖

令和 ３年 ２月　古市町共同浴場解体

指定容積率

その他の制限

私道の負担等に
関する事項

負担の
内　容

引き込み可

指定建ぺい率 60%

西側：幅員約3.5～5m（市道南部第261号線）、舗装有

南東約2.4km

電話番号

済美南小学校

0742-34-5200

200%

不整形地

奈良市企業局

奈良市企業局

0742-34-5200

負担の
有　無

事業所名

地
目

528.62㎡

なし

南側：幅員約6～7ｍ（市道南部第265号線）、舗装有

物　　　　件　　　　調　　　　書

市街化区域

第一種住居地域

接道道路の幅員
及び構造

形
状

実測面積
（公簿面積）

宅地

所在地

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

奈良市古市町1503番1、1509番1

施設名

奈良市役所

東約1.4km
公共施設

施設までの距離

南東約4.7km

済美小学校

交通機関

引き込み可

引き込み可

供給処理施設

鉄　 道
バ　 ス

未整備

近鉄奈良線「近鉄奈良」駅の南東方約3.2㎞、ＪＲ関西本線「奈良」駅の南東方約1.3㎞

供給処理施設
 の状況

留
意
事
項

別紙「留意事項」を参照してください。

※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身で現地及び

諸規制についての調査確認を行ってください。

沿

革



1 地下埋設物調査

　共同浴場解体に伴い、建屋の基礎部を撤去するため、最大3.5m程度掘削を行っていますが、

その深さ以下の部分については不明です。

　地下埋設物の有無を判断するためには、落札者において調査を実施する必要があります。当

該調査の結果、地下埋設物が発見されたとしても、本市は一切責任を負わず、調査等に要した

費用を含め、落札者は本市に対し何等の請求もできません。

2 土壌汚染調査

　令和4年2月に土壌汚染調査を実施しています。

　調査の結果、売却物件からは法令の基準を超える有害物質は検出されませんでしたが、土

壌汚染がないことを保証するものではありません。

　土壌汚染の有無を判断するためには、落札者において調査を実施する必要があります。当該

調査の結果、土壌汚染が発見されたとしても、本市は一切責任を負わず、調査等に要した費用

を含め、落札者は本市に対し何等の請求もできません。

3 埋蔵文化財調査

　埋蔵文化財調査は実施していません。

　埋蔵文化財の有無を判断するためには、落札者において調査を実施する必要があります。

当該調査の結果、埋蔵文化財が発見されたとしても、本市は一切責任を負わず、調査等に要し

た費用を含め、落札者は本市に対し何等の請求もできません。

4 附属工作物

　当該敷地の北側、南側及び西側の境界沿いにフェンスを設置しています。また、防草シートを

敷設しています。当該附属工作物については、現状有姿での引き渡しのため、本市は修繕、移

設、撤去、関係者との調整、その他諸費用の負担は行いません。

5 除草等の費用負担、隣接者との調整

　現状有姿での引き渡しのため、除草及びそれにかかる費用負担について、本市は対応しませ

ん。また、当該敷地を利用するにあたっての隣接地所有者及び地域住民等との調整については、

全て落札者で行うものとし、本市は対応しません。

6 道路負担について

　売買物件の西側市道は、建築基準法第42条第2項に規定する道路に該当します。

道路負担の有無については、落札者で確認していただく必要があります。なお、その結果につ

いては、本市は一切責任を負いません。

7 契約不適合責任の免責

　上記1～6で列挙した事項を含め、本市は買受人に対し、売買物件が種類、品質又は数量に関

してこの契約の内容に適合しないものであっても、一切の契約不適合責任を負わないものとし、

買受人は本市に対し、売買物件がこの契約に不適合であることを理由として履行の追完、売買

代金の減額、この契約の解除又は損害賠償請求をすることはできません

8 その他留意事項

　入札参加にあたっては、本物件調書及びその他資料に記載されているすべての事項について

承諾の上、申込みをしていただくことが前提となります。

諸規制についての調査確認を行ってください。

留意事項

別紙

※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身で現地及び



位置図

対象物件

対象物件



地積測量図(縮小しています)



地積測量図(縮小しています)



公図(縮小しています)


